
▮ 令和５年度国民保護訓練について

・警報の伝達
・避難の実施

住民の避難

避難住民の
救援

・施設の供与
・食品等の提供
・医療の提供

武力攻撃災害
への対処

・消火、救助
・警戒区域の設定
・退避の指示

▮ 国民保護における市の責務（国民保護の３本柱）

▮ 今年度の予定

２月１月12月

【書面開催】
国民保護協議会
委員への意見照会
（招集困難なため）

【職員向け】
※上旬で調整中
国民保護訓練
（研修形式）

北朝鮮の情勢に鑑み、
最優先に取り組むべきは

「住民の避難」

※Ｊアラートの音がまだまだ
認識されてない状況。
※従来はテロ対策中心で、警察・
消防の展示要素が色濃かった。

【市民向け】
１/21

防災イベントにて
Ｊアラート周知


